
第１ 株主総会に関する規律の見直し

会社法の一部を改正する法律の概要 法務省民事局

Ｈ２９．２ 法務大臣から法制審議会へ諮問
Ｈ２９．４～ 法制審部会での調査審議開始
Ｈ３０．２ 中間試案の取りまとめ

Ｈ３０．２～４ パブリックコメント
Ｈ３１．１．１６ 要綱案の取りまとめ
Ｈ３１．２．１４ 要綱の取りまとめ・答申

株主総会資料の電子提供制度の創設【第３２５条の２～第３２５条の５（新旧Ｐ１７～２２）】
現行法上は，インターネット等を用いて株主総会資料を株主に提供するためには，株主の個別の承諾が必要。

• 株主総会資料をウェブサイトに掲載し，株主に対してそのアドレス等を書面で通知する方法により，
株主総会資料を株主に提供することができる制度を新たに設ける。

• 書面での資料提供を希望する株主は，書面の交付を請求することができる。

株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備
近年，一人の株主が膨大な数の議案を提案するなど，株主提案権の濫用的な行使事例が発生し，権利の濫用
と認められた裁判例もある。

• 株主が提案することができる議案の数を１０までとする上限を新たに設ける。【第３０５条第４項，第５項
（新旧Ｐ１０，１１）】
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ウェブサイト

招集の通知

ウェブサイトにアクセス
して内容を閲覧

書面交付請求

招集の通知及び株主総会資料

株主総会の日の２週間前までに，上
記ウェブサイトのアドレス等を記載し
た招集の通知を発出

株主総会の日の２週間前までに，株
主総会の招集通知とともに，株主総
会資料を書面で提供

株主

株主

株式会社

株主総会の日の３週間
前までに情報を掲載
（電子提供措置）株主総会資料（株主総

会参考書類，事業報
告等）の内容等

平成２６年改正会社法附則第２５条（平成２７年５月施行）

「政府は，この法律の施行後二年を経過した場合において，社外取締役の選任状況その他の社会経
済情勢の変化等を勘案し，企業統治に係る制度の在り方について検討を加え，必要があると認めると
きは，その結果に基づいて，社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。」

検討の経過



第２ 取締役等に関する規律の見直し
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取締役の報酬に関する規律の見直し
取締役の個人別の報酬の内容は，取締役会又は代表取締役が決定していることが多い。報酬は，取締役に
適切な職務執行のインセンティブを付与する手段となり得るものであり，これを適切に機能させ，その手続を透
明化する必要がある。

• 上場会社等において，取締役の個人別の報酬の内容が株主総会で決定されない場合には，取
締役会は，その決定方針を定め，その概要等を開示しなければならないものとする。【第３６１条第
７項（新旧Ｐ２８，２９） 】

• 取締役の報酬として株式等を付与する場合の株主総会の決議事項に，株式等の数の上限等を
加える。【第３６１条第１項（新旧Ｐ２７，２８） 】

• 上場会社が取締役の報酬として株式を発行する場合には，出資の履行を要しないものとする。
【第２０２条の２，第２３６条第３項，第４項，第３６１条第１項，第４０９条第３項（新旧Ｐ４，５，７～９，２７，２８，３１）】

• 事業報告による情報開示を充実させる。

会社補償に関する規律の整備【第４３０条の２（新旧Ｐ３３～３５） 】
役員等の責任を追及する訴えが提起された場合等に，株式会社が費用や賠償金を補償すること（会社補償）
については，利益相反性があるが，現行法上は，会社補償について直接に定めた規律はない。

• 株式会社が会社補償をするために必要な手続規定や会社補償をすることができる費用等の範
囲に関する規定を新たに設ける。

役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備【第４３０条の３（新旧Ｐ３５，３６）】
株式会社が役員等を被保険者とする会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）に加入することについては，利益相
反性があり得るが，現行法上は，Ｄ＆Ｏ保険への加入について直接に定めた規律はない。

• 株式会社が役員等を被保険者とする会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）に加入するために必
要な手続規定等を新たに設ける。

業務執行の社外取締役への委託【第３４８条の２（新旧Ｐ２
６，２７）】

現行法上，業務を執行した場合には社外性を失うとされているこ
とにより，社外取締役が期待されている行為をすることが妨げら
れることがないようにする必要性が指摘されている。

• 株式会社と取締役との利益相反状況がある場合等に
おいて取締役会が社外取締役に委託した業務につい
ては，社外取締役がこれを執行したとしても，社外性を
失わないものとする。

社外取締役を置くことの義務付け【第３２７条の２（新旧Ｐ２
４，２５）】

現行法上，上場会社等が社外取締役を置かない場合は，株主総
会で理由を説明しなければならない。東証上場会社の９８．４％
（市場第一部においては９９．９％）は社外取締役を置いている。

• 上場会社等は，社外取締役を置かなければならないも
のとする。 2/3
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第３ 社債の管理等に関する規律の見直し

社債の管理に関する規律の見直し【第７１
４条の２～第７１４条の４，第７３７条第１項（新旧Ｐ３９～
４１，４６）】

社債の管理については，現行法上，社債管理者の
制度があるが，権限が広く，責任が重いことを原因
として，なり手の確保が難しく，利用コストも高くなる
と指摘されている。

• 社債権者において自ら社債を管理すること
ができる場合（注）を対象として，社債管理
補助者に社債の管理の補助を委託するこ
とができる制度を新たに設ける。
（注）各社債の金額が１億円以上である場合等

株式交付制度の創設【第２条，第７７４条の２～第７７４条の１１，第８１６条の２～第８１６条の１０（新旧Ｐ３，４，４９
～７２）】

現行法上，自社の株式を対価として他の会社を子会社とする手段として株式交換の制度があるが，完全子会社
とする場合でなければ利用することができない。他方，自社の新株発行等と他の会社の株式の現物出資という
構成をとる場合には，手続が複雑でコストが掛かるという指摘がされている。

• 完全子会社とすることを予定していない場合であっても，株式会社が他の株式会社を子会社とす
るため，自社の株式を他の株式会社の株主に交付することができる制度を新たに設ける。

（注１）株式に加えて，
株式以外の金銭等を
交付することもできる。

（注２）株式と併せて新
株予約権等を譲り受
けることもできる。

株式交付子会社

株式交付親会社

株式交付子会社の株式を譲
受け（注２）

株式交付親会社の株式を交
付（注１）

株式交付子会社株式の譲渡人

株式

株式 株式 株式

株式交付親会社においては，
株式交換等と同様に，株主総
会の決議，債権者異議手続等
をとる。

株式交付子会社の株
主は，任意の判断で譲
渡人となる。

子会社化

その他
• 社債権者集会の決議による元利金の減免に関する規定の明確化【第７０６条第１項（新旧Ｐ３８，３９）】
• 議決権行使書面の閲覧謄写請求の拒絶事由の明文化【第３１１条第４項，第５項（新旧Ｐ１３，１４）】
• 会社の支店の所在地における登記の廃止【第９３０条～第９３２条（新旧Ｐ８０～８２）】
• 成年被後見人等についての取締役の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備【第３３１条第１項，
第３３１条の２（新旧Ｐ２５，２６）】

• 公布の日から１年６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行【附則第１条本文】
• ただし，第１のうち株主総会資料の電子提供制度の創設及び第３のうち会社の支店の所在地にお
ける登記の廃止については，公布の日から３年６月を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行【附則第１条ただし書】

施行日
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社
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倒産手続における債権届出，
情報伝達など，社債の管理の
補助を行う。

社債管理補助者

社債の管理は社債権者が行う。
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（銀行，信託会社，弁護士，弁護士法人等）


